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「除染計画の対象となる区域（農地）－１キログラム当たり５，０００ベクレルを超える農地を含む区域－」、「除染計画の対
象となる区域（農地）－１キログラム当たり２，０００ベクレルを超え５，０００ベクレル以下の農地を含む区域－」及び「除染

計画の対象となる区域（農地）－２，０００ベクレル以下の農地を含む区域－」

5,001Bq/kg以上

2,001～5,000Bq/kg

2,000Bq/kg以下

放射能濃度凡例


